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東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
民
間
医
療
機
関
へ
の
公
的
支
援
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
日
本
大
震
災
で
は
多
く
の
医
療
機
関
が
被
災
し
た
。
被
害
の
大
き
い
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
三
県
に
お
い
て
は
、
建
物
が

全
壊
、
又
は
一
部
が
損
壊
し
た
病
院
は
三
百
、
医
科
と
歯
科
を
合
わ
せ
た
診
療
所
で
は
実
に
千
百
七
十
四
に
も
達
し
た
。
政
府

に
お
い
て
は
、
医
療
機
関
の
災
害
復
旧
に
係
る
国
庫
補
助
率
の
引
上
げ
等
を
行
っ
た
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
医
療
機
関
は
、
公

的
医
療
機
関
又
は
救
急
医
療
等
の
政
策
医
療
を
担
う
一
部
の
民
間
医
療
機
関
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
地
域
医
療
を
担
っ
て
き
た

こ
れ
ら
多
く
の
民
間
医
療
機
関
の
再
建
は
大
き
く
遅
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
地
域
医
療
、
特
に
日
常
的

な
診
療
機
能
は
、
診
療
所
を
中
心
と
し
た
民
間
医
療
機
関
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
医
療
機
関
の
再
建
の
遅
れ
は
、

被
災
地
の
復
旧
・
復
興
の
遅
れ
に
つ
な
が
る
と
危
惧
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
点
に
つ
き
、
質
問
す
る
。

一

岩
手
県
の
医
療
機
関
の
被
害
金
額
は
三
百
三
十
三
億
円
、
う
ち
、
民
間
医
療
機
関
の
被
害
は
百
二
十
六
億
円
と
報
道
さ
れ

て
い
る
。
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
民
間
医
療
機
関
の
再
建
に
向
け
た
国
の
財
政
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
既
存
の

「
医
療
施
設
近
代
化
施
設
整
備
事
業
」
に
よ
り
、
費
用
の
三
分
の
一
の
国
庫
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
十
分
と
言

え
る
の
か
疑
問
も
生
じ
る
。
岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
三
県
に
お
け
る
民
間
医
療
機
関
の
被
害
金
額
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

三
県
で
被
災
し
た
民
間
医
療
機
関
に
対
す
る
支
援
の
強
化
が
必
要
と
考
え
る
が
、
国
庫
補
助
の
積
み
上
げ
の
正
確
な
金
額
を
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明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
に
お
け
る
教
訓
と
し
て
、
地
域
医
療
を
担
う
民
間
医
療
機
関
に
対
す
る
支
援
が
十
分

で
な
か
っ
た
と
指
摘
す
る
意
見
が
あ
る
。
被
災
地
の
地
域
医
療
を
確
保
す
る
た
め
、
民
間
医
療
機
関
を
対
象
に
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
大
規
模
な
財
政
支
援
策
を
講
じ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
「
医
療
施
設
近
代
化
施

設
整
備
事
業
」
の
補
助
対
象
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
上
で
、
要
件
を
緩
和
し
、
被
災
地
に
つ
い
て
は
全
て
の
民
間
医
療
機
関
に

対
し
て
国
庫
補
助
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

三

岩
手
、
宮
城
、
福
島
の
三
県
に
対
し
て
は
、
「
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交
付
金
」
の
上
限
額
で
あ
る
百
二
十
億
円
を
交

付
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
岩
手
県
に
お
い
て
は
、
こ
の
う
ち
の
基
礎
額
と
い
わ
れ
る
十
五
億
円
を
活
用
し
、
診
療
所
の

再
建
費
用
等
に
対
し
て
助
成
す
る
と
承
知
し
て
い
る
。
被
災
地
の
民
間
医
療
機
関
を
対
象
と
し
た
助
成
制
度
と
し
て
活
用
す

る
た
め
、
基
礎
額
と
い
わ
れ
る
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交
付
金
の
百
二
十
億
円
全
体
の
弾
力
的
運

用
を
可
能
と
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た
、
被
害
が
大
き
い
三
県
に
対
す
る
地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交
付
金
を
拡

充
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

四

今
回
の
津
波
被
害
で
は
、
医
師
を
始
め
と
し
た
多
く
の
医
療
従
事
者
が
被
災
し
た
。
津
波
被
害
の
大
き
か
っ
た
沿
岸
部
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は
、
元
々
、
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
が
不
足
し
、
医
療
過
疎
と
言
わ
れ
る
地
域
も
あ
る
。
今
回
の
震
災
を
機
に
、

被
災
地
か
ら
医
療
従
事
者
が
流
出
し
、
医
療
過
疎
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
、
雇
用
保

険
の
失
業
等
給
付
の
特
例
措
置
な
ど
に
よ
り
、
支
援
を
受
け
て
い
る
医
療
従
事
者
も
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
流
出
防
止

策
と
し
て
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
被
災
地
の
地
域
医
療
を
確
保
し
て
い
く
た
め
、
医
療
従
事
者
へ
の
生
活
支
援
策
や
雇
用

の
確
保
策
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
の
取
組
状
況
及
び
今
後
の
拡
充
策
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

五

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
四
日
に
開
催
さ
れ
た
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
で
、
大
�
厚
生
労
働
副
大
臣
か
ら
、
「
平
成

二
十
四
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
被
災
地
の
医
療
機
関
に
対
し
て
特
別
に
加
算
す
る
措
置
を
講
じ
る
、
こ
れ
に
よ
り

患
者
の
一
部
負
担
金
も
上
昇
す
る
が
、
災
害
救
助
法
等
の
ス
キ
ー
ム
を
活
用
し
、
公
費
な
ど
で
負
担
を
軽
減
す
る
」
と
の
提

案
が
あ
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
事
実
関
係
と
、
提
案
内
容
の
詳
細
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
災
害
救
助
法

の
ス
キ
ー
ム
を
活
用
し
た
公
費
の
投
入
の
法
的
な
問
題
点
の
有
無
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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